
オンライン論集『皇學館大学教育学部 教育課題研究』投稿規程・執筆要領 

 

1. 発刊の趣旨 

オンライン論集『皇學館大学教育学部 教育課題研究』は，皇學館大学教育学部教育学会（以下，本学会とする）

の機関紙である．教育学会員による教育活動・実践における取組や事例・体験報告，研究報告などを公刊すること

で，会員への教育・研究発表の場の提供および会員にとって有益な情報の共有と教育・研究活動の促進を目的とす

る電子刊行物(Electronic Publication)である． 

 

2. 発刊形態 

(1)電子刊行物として発行する． 

(2)皇學館大学教育学部教育学会の指定する方法でウェブ上に公開するものとする． 

 

3. 投稿許可者 

本誌に投稿できるものは，次のとおりとする． 

(1)教育学会員（本学教育学部所属の教職員，大学院生，学部生，研究生） 

(2)本学教育学部を卒業，あるいは教育学研究科を修了した者 

(3)上記(1)～(2)を筆頭著者とする共同執筆者 

(4)編集委員会が承認または依頼した者 

 

4. 投稿できる論文等の種類 

(1)事例・症例・実践報告（教育現場等でおこなった実践・活動などの取り組み事例など） 

(2)研究ノート（教育や研究に関する課題意識や研究動向，アイデア，意見，提言など） 

(3)史・資料（史・資料の紹介） 

(4)書評（会員に有益な書物の書評） 

(5)その他（教育学部および学会の活動報告，学会参加報告など） 

 

5. 執筆要項 

『皇學館大学教育学部 教育課題研究』に論文を投稿しようとする者は，以下の執筆要項に従うものとする． 

(1)原稿は未発表のものに限る．ただし口頭発表の場合は，この限りではない． 

(2)他紙等に掲載された論文（すでに公開された論文）と著しく重複する内容の論文を別の雑誌等に同じ言語また

は別の言語で掲載することを二次出版（二重投稿）と定義する．本誌は二次出版を認めない．ただし，以下 3つの

条件をすべて満たしていれば，本誌に二次出版物として投稿することができ，編集委員会にて掲載の可否を判断

する． 

  1)本誌編集委員長の要請によるもの（承認を得ているもの）であること 

  2)すでに公開されている論文で，著作権が著者本人に無い場合，著作権の帰属先から二次出版の承諾を得てい

ること（承諾書・許可書を提出すること） 

  3)二次出版であることをタイトルに明示すること 

(3)論文の投稿者は，投稿前に別に定める「皇學館大学研究論文等投稿前研究倫理チェックシート」（以下「投稿前

チェックシート」という．）により自己チェックを行うものとする． 



(4)本誌に投稿される論文は，我が国の法令・法規や文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」，皇學館大学の「研究倫理規定」を順守した研究でなければならない．人権侵害，名誉棄損，盗用・

剽窃・捏造，不当な利益享受など研究倫理に反すると疑われる場合は，原稿の修正を求めたり，編集委員会の判断

で掲載を拒否したりすることがある．また，公開された後に，研究倫理違反が認められた時，編集委員会でその論

文の掲載を撤回することがある． 

(5)当該研究の遂行や論文作成等に際し，企業や団体等から研究費や便宜供与等の経済的支援を受けた場合は，謝

辞にその旨を記載すること．報告すべき COI 状態がない場合は，「開示すべき COI はない」等の文言を記載する

こと． 

(6)A4 判縦置き，文字サイズ 9 ポイント，日本語用フォントは MS 明朝，欧文および数字フォントは Century と

する．欧文綴りや数値は半角とする． 

(7)横書き 21字×40行，2段組み，1ページあたり 1680字 

(8)余白は天地，左右共に 25mm 

(9)一人当たり分量 4～8ページ程度 

(10)上記の分量（ページ数）には，本文のほか，タイトル，注記，図表，参考文献を含む． 

 

6. 投稿の方法 

編集委員会が指定する締切日および提出先に，文書ファイルを投稿すること．締切日および提出先については， 

教育学部 HP等で通知する． 

 

7. 著作権 

オンライン論集『皇學館大学教育学部 教育課題研究』に掲載された個々の論文等の著作物についての著作権は，

著作者に属し，皇學館大学教育学部教育学会は，編集著作権を持つものとする．また著作者は，オンライン論集

『皇學館大学教育学部 教育課題研究』に掲載された個々の著作物について，著作権の行使を本学会に委任する

ものとする．その場合においても，当該著作者が自ら著作権を行使することを妨げないものとする． 

 

８. 附則 

本規程は，令和 3年 11月 30日から施行する． 


